


契約理由書

１．業務件名 武雄管内電気通信設備検討詳細設計業務

２．履行場所 佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５ 武雄河川事務所外

３．契約の相手方 住 所：福岡市博多区博多駅南２－１－５
会社名：電設コンサルタンツ株式会社 九州支店

電 話：(０９２)４７４－６５８１

４．契約適用法令：会計法第２９条の３第４項及び

予算決算及び会計令第１０２条の４第三号

５．当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

１）当該業務の目的

本件は、設計対象電気通信設備に対して、汎用機器や最新の技術動向等を網羅する

ことにより、設備の信頼性を維持しつつコスト縮減を図った更新計画を検討し、検討

結果についての詳細設計を行う業務である。

２）業務の内容

１．計画準備 １式

２．打合せ協議 １式
３．電話交換設備、テレメータ設備、ＣＣＴＶ設備、

遠方監視制御装置(多重無線設備用) 更新計画の検討 １式
４．詳細設計 １式
５．報告書作成 １式

３）契約に付する理由

、 、 、本業務の契約方式は 技術提案の公募を行い 提案のあった内容を総合的に評価し

契約の相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が最低２０者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したとこ

、 （ ）ろ 申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を２６者が入手 ダウンロード

し、４者から参加表明書が提出され、４者が参加資格を有していた。

、参加資格を有する参加表明書提出者のうち４者を技術提案書の提出者として選定し

３者から技術提案書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による

建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方

は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、配置予定技術

、 。者の成績及び表彰 実施方針及び特定テーマに係る技術力を備えていると判断された

特に特定テーマの「設計対象設備の更新コスト縮減方法」に対する技術提案に対す

る「着眼点、問題点、解決方法等」について、最も優れた提案が行われていたもので

ある。

よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４ 第三

号により、上記契約の相手方と契約を締結するものである。

（契約理由書作成者）

武雄河川事務所 防災課長
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